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○要配慮者利用施設が作成する
避難確保計画について
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○要配慮者利用施設の「避難確保計画の作成」及び「訓練」が義務化されました。
・水防法及び土砂災害防止法の改正（H29.6）により、①洪水による浸水が想定される区域や土砂災害(特別)警戒区域内
にあり，②市町村の地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成及び訓練の実施が
義務化されました。
・計画を作成しない場合には、市町村長からの指示、それに従わない場合にはその旨が公表されます。

■ 検討の背景
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①洪水浸水想定区域内か、土砂災害警戒区域内か、あるいはその両方かで、計画の作成
が異なります。そのため計画作成前に，まず自分の施設が，洪水浸水想定区域内にあ
るか，又は土砂災害警戒区域内の施設にあるのかを確認しましょう。

■ 避難確保計画作成の前に

②作成した計画は市町村に提出することになります。

③既に作成されている「消防計画」や「非常災害計画」に水防法施行規則第１６条又は
，土砂災害防止法施行規則第５条の２に定める必要事項を追記することで作成可能で
す。なお、既存の計画に追記して避難確保計画を作成した場合も、水防法又は土砂災
害防止法に基づく市町村への報告が必要となります。
④一から作成する場合でも，国土交通省のホームページで計画作成のひな形を公開して
いますので，ひな形を利用して作成することもできます。

洪水浸水に関するひな形 (Word､Excel形式) ：
☞ http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html

土砂災害に関する作成例 (Word形式)：
☞ http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/keikaihinan.html

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/keikaihinan.html
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【参考：追記する必要がある事項は？】

○防災体制に関する事項

○避難の誘導に関する事項

○避難の確保を図るための施設の整備に関する事項

○防災教育及び訓練の実施に関する事項

○円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事
項

・各班の任務と組織
・事前対策
・情報収集及び伝達
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•災害に対する危機感の醸成。

•施設周辺の災害リスクの理解促進。

•「防災」に対する理解促進

•避難確保計画の具体的な検討・作
成

■ 避難確保計画を作成するには

作成する前にポイントを押さえましょう！

•ハザードマップの理解。

•気象情報や河川の水位情報を理解す
る。

•防災関連情報の入手先の把握

•避難情報の理解

•「いつ、どこに、どのように避難す
るか」を施設ごとに具体的に検討
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■ 避難確保計画で作成する様式（洪水編）

☆作成のポイント☆

・避難経路図を作る！
・災害時の体制を作る！
・避難行動の開始を判断する！

洪水浸水想定で自衛水防
組織を設置する場合に作
成。

消防法に基づく非常災害計画等の計
画内容を活用できます！

市町村に提出するのは，様式１～様
式６です！！



■ 様式の作成方法（洪水編）
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【資料２】
要配慮者利用施設における避難に関する
計画作成の事例集（水害・土砂災害）

☛国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html

【資料１】
要配慮者利用施設における避難確保計画
作成の手引き別冊（作成支援編）

作成のポイント！ 各様式の作成方法は、資料１（様式編）および資料２（事例集）を参照
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■生きた計画（速やかに避難できる計画）づくりは難しいこと

■生きた計画は、作ったあとに育てることが大切なこと
・計画をもとに防災教育・避難訓練の実施。（毎年１回以上が目安）
・意識・知識を共有しながら, より強化するための取組の継続が大切
である。（改訂を重ねる）
・「みんなで助け合って、みんなで助かる」ためにできることを探す
ことが大切である。

■ 要配慮者利用施設の取組に活用可能な示唆



■ 計画の目的、計画の報告、計画の適用範囲（洪水編）
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【洪水浸水の例】
１ 計画の目的

この計画は、水防法第１５条の第３項１項に基づくものであり，本施設の
利用者の洪水時の円滑迅速な避難の確保を図るものを目的とする。
→記載することで目的を明確に！！

２ 計画の報告
計画を作成及び必要に応じて見直し・修正をしたときは，水防法第１５条

の３第２項に基づき，遅滞なく，当該計画を市町村長へ報告する。
→見直し・修正し，報告することで実行性のある計画に！！

３ 計画の適用範囲
この計画は，本施設に勤務又は利用する全ての者に適用するものとする。

（○○施設の状況）
平日：利用者 ○名，施設職員 ○名（夜間：利用者 ○名，施設職員 ○名）
休日：利用者 ○名，施設職員 ○名



■ 【参考】記載例（洪水編）
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事例集p13 事例集p14

計画の目的を記載

第3節 計画の適用範囲
この計画は、本施設に勤務又は使用する全ての者に適用するものとする。

（↑様式に記載はないので任意記入）

計画の適用範囲を追記

施設の人数を追記

計画を作成したことを
〇市へ報告する文面を追記



■ 【別紙１】避難経路図（洪水編）
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➀洪水ハザードマップを用意する。

（以下「マップ」という）

②マップ上の施設をさがす（●をつける）。

③施設周辺の水深を確認する。

④安全な避難場所をさがす。

⑤避難場所までの避難経路に色を塗る。

作成のポイント！

②マップ上の
施設をさがす

⑤避難場所までの
避難経路に色を塗る

④安全な避難場所
をさがす

③施設周辺の
水深を確認する

➀洪水ハザードマップを用意する

作成の手順

■施設周辺の浸水危険性を確認する。

■どこに避難すればよいか確認する。

（避難場所・避難経路）

☛手引き（別冊）P①～P④参照



■ 【別紙１】避難経路図（洪水編）

➀ハザードマップ（洪水・土砂災害）を用意する
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施設の住所を入力

施設周辺の浸水状況が把握できます（次頁参照）

 パソコン・プリンターを使用する方は、「国土交通省ハザードマップポータルサイト」※１

を活用して、洪水や土砂災害ハザードマップを入手できます。

 「重ねるハザードマップ」の「場所を入力」に施設の住所を入力してください。

 〇町から配布された防災ハザードマップをお持ちの方はマップを用意してください。

 マップをカラーコピーする、もしくは市販の地図等を準備してください。
手書きで作成

パソコンで作成

☛手引き（別冊）P①参照

作成のポイント！ ■防災ハザードマップを用意する。（松島町ホームページから入手する。）
■手書きで作成するか、パソコンで作成するかを決める。

ハザードマップポータルサイト

宮城県浸水想定区域図HPアドレス

☞https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kase
n/ki-sins.html

宮城県土砂災害警戒区域等HPアドレス

☞https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sabo
mizusi/kasyo.html



■ 【別紙１】避難経路図（洪水編）
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②マップ上の施設をさがす（●をつける）

洪水浸水想定区域の水深を確認

グループホーム ●●苑

 マップ上に施設の場所を記入し、施設周辺の水深を確認します。

手書きで作成する場合 ☛手引き（別冊）P①参照

水深の凡例を確認

松島町 防災ハザードマップ
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